
3．生命の大切さ、家庭の役割等についての理解  

○これから親となる人が皆、乳幼児期の子どもとふれあう機会や子どもや   

家庭の大切さを考える機会を持つことができるようにする。  

（今後5年間の目標）  

すべての保育所、児童館、保健センター  

（具体的施策）  

□乳幼児とふれあう機会の拡大  

において受入を   

保育所、児童館、保健センター等で中・高校生が乳幼児と出会いふれあう機会を提供するた  

めの受入を推進する。  

ロ生命の大切さや家庭の役割等に関する学校教育の充実   

全国の中・高等学校において、生命の大切さや家庭の役割、保育体験を含む子育て理解等に   

関する教育を推進する。  

□安心して子どもを生み育てることがで   

きる社会について地域住民や関係者が   

参加しノこ共に考える機会の提供  

全市町村で実施   

子育てや子育て支援に関する各種のフォーラム、ワークショップの開催や子ども参加型のイ  

ベントを実施し、子どもと大人が交流し会える機会の提供などにより、子どもを生み、育てる  

ことを社会全体で応援する意識の醸成を図る取組を推進する。  

目指すべき社会の姿  

◇様々な場において、中・高校生が乳幼児とふれあう機会をもてるよう   

になる  

◇多くの若者が子育てに肯定的なイメージを持つようになる（子育てに   

肯定的なイメージを持つ割合が増える）  

◇全国の市町村において地域住民や関係者を交えた子育てを応援する各種   

の取組が行われるようになる  

4．子育ての新たな支え合いと連帯  

（1）きめ細かい地域子育て支援の展開  

○働いている、いないにかかわらず、親と子の育らを地域で支え、家庭の   

中だけでの孤独な子育てをな＜していく。  
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目標の実現を  次世代育成支援対策推進法に基づく  （※）   

し  1て検討中の目標値の集計結果   目指す（平成21年度の目標値は、  各市町村にお  

を踏まえて設定）。  

①気軽に利用できる子育て支援の拠点の整備  

（具体的施策）  （平成16年度）   （平成21年度）  

D地域における子育て支援の拠点の整備（勅2，954か所 →  6．000か所  
（全国の中学校区の約6割で実施）  

・つどいの広場事業の推進（※）  171か所 → 1，600か所  
子育て中の親子が相談、交流、情報交換できる場を身近な場所に整備する。  

・地域子育て支援センター事業の推進（※）  

2，783か所 →  4，400か所  
保育所等において、専業主婦等が育児不安について専門家に相談したり、地域の育児サー   

クル活動を行うことのできる地域子育て支援センター事業を推進する。   

ロー時・特定保育の推進（※）  5，935か所 →  や，500か所  
（全国の中学校区の約9割で実施）   

専業主婦を含め、保護者の育児疲れや急病や冠婚葬祭など一時的な場合から、パート就労な   

ど予め日時を特定する場合まで、必要な時に子どもを預けられる場の拡充を図る。  

□商店街の空き店舗を活用した子育て支援事業の推進   

商店街の空き店舗を活用した子どもの一時預かりや親子交流、育児相談などの事業実施を促   

進する。  

□子育て短期支援事業の推進  

・ショートステイ事業の推進（※）  569か所 →  870か所  
（全国の児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院の約9割で実施）  

・トワイライトステイ事業の推進（※）   310か所 →  56（〕か所  

（全国の児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院の約6割で実施）   

保護者の疾病や育児疲れ、恒常的な残業などの場合における児童養護施設等での児童の一時   

的な預かりを推進する。   

②就学前の教育・保育の充実  

（具体的施策）  

口幼稚園における地域の幼児教育センターとしての機能の充実   

保護者と地域のニーズに十分応えられるよう、預かり保育や子育て支援事業を推進する。  

□幼稚園就園奨励事業の推進  
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幼稚園児の保護者の所得状況に応じて、教育に係る経済的負担の軽減を図るため、幼稚園就  

園奨励事業を推進する。  

□幼稚園と保育所の連携、就学前教育・保育と小学校の連携   

幼稚園と保育所のそれぞれの特性を活かしつつ、地域や保護者の多様なニーズに応えるとと   

もに、幼児期の教育と小学校以降の教育との円滑な移行や接続を図るため、幼稚園・保育所・   

小学校間の連携を進める。  

□総合施設の制度化   

就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設について、平成17年度に試行事   

業を先行実施し、平成18年度からの本格実施を目指す。  

ロ幼稚園及び保育所における自己評価や第三者評価の推進   

幼稚園及び保育所の教育・保育の内容の充実右図りつつ、利用者の選択にも資するよう、情   

報公開を促進するとともに、自己点検評価や第三者評価を推進する。   

③地域住矧こよる主体的な子育て支援の促進  

（具体的施策）  （平成16年度）   （平成21年度）  

ロブアミリー・サポート・センターの  368か所 →  710か所   

推進（※）  （全国の市区町村の約4分の1で実施）   

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、送迎や放課後の   

預かり等の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置促進を行う。  

ロシルバー人材センターによる高齢者活用子育て支援事業の推進   

高齢者の就労機会・社会参加の場を提供するシルバー人材センターにおいて、乳幼児の世話   

や保育施設への送迎などの育児支援、就学児童に対する放課後・土日における学習・生活指導   

等の支援を行う。  

□地域住民による子どもの基本的生活習慣の形成の足進   

放課後児童クラブヤフアミリー・サポートセンター、シルバー人材センターの仕組みを活   

用し、子育てを終えた主婦や高年齢退職者等が子どもを預かり、基本的な生活習慣を身につけ   

ることなどを支援する取組（「生活塾」）を促進する。  

□子育てNPOや子育てサークルの育成   

地域に根ざして子育て支援活動を行っているNPOや子育てと主体的に向き合いながらサ   

ークル活動を実践している親などに、各種子育て支援に関する情報提供や活動場所の確保等の   

支援を行う。  
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（今後5年間の目標）   

全市町村で実施  D老若男女の地域住民の主体的な子育て支  

援活動、交流の足進   
地域の高齢者や子育て中の男性、中・高校生などを含め、老若男女の地域住民が子育て支援  

活動に主体的に関われるようにし、多世代の交流を促進するため、保育所、児童館、自治会等  

で地域に開かれた各種子育てに関わる行事等を開催するなどの取組を促進する。  

（2）子育て家庭が必要なときに利用できる保育サービス等の充実  

O「待機児童ゼロ作戦」、多様な保育サービスのより一層の充実など、子   

育て家庭がどこでも必要なときに利用できる保育サービス等を充実す   

る。  

く  た 目標の実現を  （※）次世代育成支援対策推進法に基づ  

各市町村において検討中の目標値の集計結果  目指す（平成21年度の目標値は、  

を踏まえて設定）。  

（D待機児童ゼロ作戦のさらなる展開  

（具体的施策）  

□保育所の受入れ児童数の拡大（※）  

（平成16年度）   （平成21年度）   

203万人 一→  215万人   

待機児童50人以上の市町村を中心に、平成19年度までの3年間で集中的に受入れ児童数  

の拡大を図る。   

②放課後児童対策の充実  

（具体的施策）  

□放課後児童クラブの推進（※）  

（平成16年度）   （平成21年度）  

15，133か所 →17，500か所  
（全国の小学校区の約4分の3で実施）  

保護者が労働等により昼間家庭にいない放課後児童のための対策を推進する。  
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③多様な保育ニーズヘの対応  

（具体的施策）  

口延長保育の推進（※）   

（平成16年度）  （平成21年度）  

12，783力＼所 →16．200か所  
（全国の保育所の約7割で実施）  

基本の開所時間である11時間を超えて行われる保育を推進する。  

□休日保育の推進（※）  666か所 →   2，200か所  
（全国の保育所の約1割で実施）   

休日や祝日に働く保護者が安心して子どもを預けられる場を確保する。  

ロ夜間保育の推進（※）  66か所 →  140か所  
（人口30万人以上の市の約5割で実施）   

病院等夜間の勤務が必要な保護者が安心して子どもを預けられる場を確保する。  

□乳幼児健康支援一時預かり（病後児保育）  507か所 → 1，500か所   

の推進（※）  （全国の市町村の約4割で実施）   

病気回復期にある乳幼児の保育を、保育士等の派遣等を進め、充実する。  

（3）家庭教育支援の充実  

○基本的な生活習慣や社会的マナー、自制心や自立心などを育成する上で   

重要な役割を果たす家庭教育を支援する。  

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

口家庭教育に関する学習機会や情報の  全市町村で家庭教育に関する講座が開設   

提供の推進  されるようになること   

子育て中の親等に対し、家庭教育に関する学習教材の提供、相談の受付け、講座の開設等、   

地域の実情に応じた様々な手段を通じて、家庭教育に関する学習や情報入手の機会が充実され   

るよう環境整備を推進する。  
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□lTを活用した家庭教育支援手法の   

普及  

全国に普及   

子育て中の孤立しがちな親等が、気軽に学習や相談をしたり、情報を入手することができる  

よう、携帯電話による子育て相談や情事随竪供など、ITを活用した家庭教育支援の手法を普及  

する。  

（4）特に支援を必要とする子どもとその家庭に対する支援の推進  

○児童虐待の防止やその適切な対応、障害児やひとり親家庭などの多様な   
ニーズヘの対応を図り、すべての子どもと子育てを大切にしていく。   

①児童虐待防止対策の推進  

（具体的施策）  

□虐待防止ネットワークの設置  

（平成16年度）   （平成21年度）  

1，243市町村 一→  全市町村   

関係機関等による発生予防、支援のための連携体制を整備する。  

（今後5年間の目標）   

全市町村で実施  ロ乳児健診未受診児など生後4か月まで   

に全乳児の状況の把握  

乳児健康診査について、休日健診の推進等により、受診率のさらなる向上を図るとともに、  

生後4か月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれにも接触のなかった仝乳児の状況  

を把握するため、訪問調査を実施するなどの対策を全市町村で実施する。  

□育児支援家庭訪問事業の推進   

訪問による養育困難家庭を支援する取組を推進するため、全市町村での実施を目指す。  

□児童相談所の夜間対応等の体制整備  全都道府県・指定都市で棄施   

夜間休日における連絡や相談対応の確保、中核市規模の人口を有する市での設置の促進、分   

室・支所の活用による市町村支援体制の確保等を図る。  

□虐待対応のための協力医療機関の充実  全都道府県・指定都市で実施   

児童虐待に対する医療的ケアの重要性にかんがみ、地域の医療機関との協力、連携体制の充   

実を図る。  
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□個別対応できる一時保護所の環境改善  全都道府県・指定都市で実施   

虐待を受けた子どもと非行児童との混合処遇の状況を改善することや非行児童に個別対応   

できる居室等の改善を行う。  

（平成16年度）   （平成21年度）  

51か所 一→  100か所  
（都道府県に2か所、指定都市に1か所程度設置）  

□児童家庭支援センターの整備  

地域に密着した虐待、非行などの相談・支援を行うセンターを整備する。  

□情緒障害児短期治療施設の整備   

軽度の情緒障害を有する子どもの治療体制を整備するため、情緒障害児短期治療施設の全都   

道府県での設置を目指す。  

299か所 →  阜45か所  

（児童養護施設等において1施設あたり1か所程度  

で小規模ケアを実施）   

□施設の小規模化の推進  

虐待を受けた児童等に対して、家庭的な環境の中で養護を実施する′ト規模グループケアや地  

域小規模児童養護施設の整備を着実に進める。  

（今後5年間の目標）  

児郵乳版里親 に措置され  

研童のうら里親への委託率  

8．1％（15年度 →1旦％  

専門里親登録者総数  

146人（15年鹿 → 500人   

口里親の拡充  

専門里親、親族里親の活用のほか、里親研修や里親養育相談の実施、里親の休息のために一  

時的に委託児童を児童養護施設等に預かるレスバイト・ケアの実施など、里親に村する支援を  

充実することで、里親への委託児童数の増加を図る。  

（平成16年度）   （平成21年度）  

26か所 →  60か所  

（都道府県・指定都市に1か所程度で実施）   

□自立援助ホームの整備  

義務教育終了後、児童養護施設等を退所した児童等の社会的な自立を促す援助を行う自立援  

助ホームの整備を着実に進める。  

口虐待対策に関する最新の知見の集積及び調査・研究   

妊娠時よりの発生予防対策から、親へのカウンセリングなどの支援に至るまでの知見の集積、   

実践可能なプログラム及び専門職の資質の向上のための人材育成プログラム等の開発を集中   

的に実施する。  
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ロ学校等における児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究   

児童虐待防止に向けた取組に関する調査研究、分析を行い、各学校及び都道府県・市町村教   

育委員会において調査研究の成果を活用する。  

②母子家庭等ひとり親家庭への支援の推進   

（具体的施策）  （今後5年間の目標）  

□総合的な自立に向けた支援の推進   

母子家庭等ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手という二重の役割を担う必要があり、子   

育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策等の総合的な母子家庭等村策   

を推進し、母子家庭等の自立の促進を図る。  

・子育て・生活支援策の推進  

疾病等の理由により一時的に家事援助等が必要になった場合、家庭生活支援員の派遣や、   

生活支援講習会及び電話相談の実施など母子家庭等の地域での生活を総合的に支援する。  

・就業支援策の推進  母子家庭等就業・自立支援センターを全  

都道府県・指定都市・中核市に設置  

自立支援教育訓練給付金事業を全都道  

府県・市等で実施  

等技能訓練促進費事業による資格取  

118人（15年）一→1．300人   
自立支援教育訓練給付金事業、高等技能訓練促進費事業、公共職業訓練等により職業能力  

開発への取組を支援するとともに、ハローワークにおける個別総合的な就職支援、母子家庭  

等就業・自立支援センターにおける就業相談、就業支援講習会等の実施、民間事業者に対す  

る就業促進についての協力要請、母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮など、総合的に  

母子家庭の母の就業・雇用の促進を図る。   

③障害児等への支援の推進  

（具体的施策）  

□地域における障害のある児童とその家族への支援   

障害のある児童が、できるだけ身近な環境で適切な療育を受けられる体制を整備する。  

（平成19年度までに達成する目標※）  

※本目標は、重点施策実施5か年計画（新障害者プラン）に基づくもの  

・訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の推進 不一ムヘノいトを約6万人確保  

（障害者・難病分を含む）  

日常生活を営むのに支障のある障害児のいる家庭にホームヘルパーを派遣する。  

・障害児通園（児童デイサービス）事業の推進  約11，000人分整備  
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障害児が、肢体不自由児施設や知的障害児施設等への通園によって日常生活における基本  

的な動作の指導や集団生活への適応訓練等が受けられるようにする。  

・重症J姻障害児（者）通園事業の推進  約280か所整備   
在宅の重症心身障害児（者）が、通園によって日常生活動作、機能訓練等必要な療育を受  

け、運動機能等の発達が促されるようにするとともに、併せて保護者等の家庭における療育  

技術の習得を図る。  

・障害児（者）短期入所（ショートステイ）事業の推進  600  

（障害者・難病分を含む）   

保護者の疾病等により家庭における介護が一時的に困難となった障害児が施設等に短期  

間の入所をする。  

□障害児の活動する場の確保等の推進   

障害のある中・高校生等が養護学校等下校時に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ   

親の就労支援とレスバイト（障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息）支援を行う。  

□発達障害に対する一貫した支援   

発達障害児（者）の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する、保健・医療・   

福祉・教育・就労等を通じた一貫した支援体制の整備を図る。  

（平成16年度）  

・自閉症・発達障害支援センターの整備  

21都道府県・指定都市 → 6  
（平成19年度までに達成）   

自閉症等の発達障害を有する障害児（者）に対する相談支援・療育支援・就労支援等を総  

合的に行う地域の拠点として、自閉症・発達障害支援センターを整備する。  

□小児慢性特定疾患対策の推進   

小児慢l嫉患のうち、小児がんなどの特定の疾患の医療費について、自己負担分の一部を補   

助するとともに、車いす等の日常生活用具の給付を行うなどの福祉サービスの推進を図る。  

目指すべき社会の姿  

◇児童虐待により子どもが命を落とすことがない社会になる（児童虐待   

死の撲滅を目指す）  

◇全国どこでも養育困難家庭の育児への不安や負担感が軽減される支援   

を受けられるようになる  

◇虐待を受けた子どもが良好な家庭的環境の中で育まれるようになる  

◇母子家庭等の安定、自立した生活が確保されるようになる  

◇障害のある子どもの「育ら」を支援し、一人ひとりの適性に応じた社   

会的・職業的な自立が促進される  
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（5）いつでも安心して小児医療、母子保健医療が受けられる体制の整備  

○どこでも、子どもの病気や出産の緊急時に適切に対応できる休制を整備   
し人妊娠、出産、育児の安心・安全を確保するとともに、子どもの健や   
力＼な育ちを支援する。   

①子どもの病気に対し適切に対応できる体制整備  

（具体的施策）  （平成16年度）   （平成21年度）  

ロ小児救急医療体制の推進  221地区、→  404地区   
子どもの病気の緊急時に、夜間、休日でも適切な小児救急医療を提供するため、小児救急医  

療圏（404地区）をカバーする体制を全国に整備するとともに、保護者向けの夜間電話相談   
体制などの整備を進める。  

（今後5年間の目標）  

小児科卿こ配置された医療施  

設数の増加  

かかりつけ医を持っている子どもの割  

合 81．7％（12年）→ TOO％   

□小児科医師等の確保・育成  

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けられるよう、小児科医療施設  

の役割分担と連携を推進し、小児科医師の適正な配置を図る。また、産科医師数の減少傾向に  

歯止めをかける。さらに、子どもが入院中も「子どもらしく生活」できるように小児医療を支  

える保育士の十分な確保を図る。  

ロ小児医療の診療幸酬上の適切な評価   

平成15年3月に閣議決定された「医療保険制度及び診療幸酬体系に関する基本方針」に沿   

って、医療の特性、患者の心身の特性、生活の質の重視等を踏まえた適切な評価について引き   

続き検討を進める。   

②子どもの健やかな成長の促進  

（具体的施策）  

□予防接種の推進  

（今後5年間の目標）   

定期の予防接種を円滑に受けられるような環境の確保に努め、伝染のおそれがある疾病の発  

生及びまん延の予防を図る。  

取組を推進している市町村・保育所の  

割合 100％   

ロ「食育」の推進  

家庭はもとより、地域においては食育推進連絡会を設置するなど保健センター、保育所、学  

校、農林漁業者団体、食品関連事業者団体等関係機関の連携による取組の推進を図る。また、  
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すべての保育所において、給食その他保育活動を通して「食育」を推進する。さらに、児童生   

徒が望ましい食習慣を身に付け、将来にわたって健康な生活を送ることができるよう、小・中   

学校等で栄養教諭を活用した指導体制の整備や家庭と連携した取組の推進を図る。   

ロ子どもの生活習慣の改善  肥満児の割合を減少傾向に  

〔14年度10．6％〕   

幼児健廉診査等の機会や学校における定期健廉診断等の機会を通じて、健康状態の把握や個   

別栄養指導等の実施により、肥満等健康課題を有する子どもに対する生活習慣の改善を図る。   

ロ喫煙防止対策の推進  妊娠働下  

〔13年度 父親35．9％母親12．2％〕   

喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及を図るなど、10代や妊婦などの喫煙防止村策   

を推進する。  

母乳育児の割合を増加傾向に  

〔12年度 44．8％〕   
ロ母乳育児の推進  

妊産婦健康診査や新生児訪問指導等において、助産師等と連携を図りつつ、母乳についての  

保健指導を実施すること等により、母乳育児を推進する。また、デパート等での授乳室の設置   

を進めるなど、授乳しやすい環境づくりを促進する。   

□家庭内等における子どもの事故防止  対策に取り組んでいる市町村の割合  

対策の推進  100％   
乳幼児が家庭の浴槽で溺死する事故なども多いことから、家庭内における子どもの事故防止   

のための取組を推進する。   

③子どもの心と身体の問題への対応  

（具体的施策）  

□子どものこころの健康支援の推進  

（今後5年間の目標）  

子どものこころ卿研修を  

受けている小児科潤  

もの診療に関わる医師）の割合  

100％   
児童思春期における心の問題に対応できる小児神経科、児童精神科等の医師、保健師等の養  

成を図るとともに、精神保健福祉センター、児童相談所等における専門相談の充実を図る。  

□学校における心身の健康相談等の充実   

児童生徒が学校生活を心身ともに健康で安全に送ることができるよう、養護教諭を活用しな  

がら、地域保健と学校とが連携しつつ、児童生徒の心身の健廉相談や健康教育を充実する。  
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ロ思春期保健対策等の推進  思春期保健対策に取り組んでいる地方  

自治体の割合 100％  

10代の人工妊娠中絶率の低下  

〔12年度12．1（人口干対）〕  

10代の性感染症羅患率の低下  

〔12年度性器クラミジア感染症男子196．0、女子968．0（人口10万対）〕   

思春期の人工妊娠中絶やHIV感染症を含む性感染症、薬物乱用問題に村応するため、学校  

や保健所等において、健康教育や電話相談等を行うことにより、性やHIV感染症を含む性感  

染症に関する正しい知識の普及及び薬物乱用対策の推進を図る。   

④妊娠・出産の安全・安心の確保  

（具体的施策）  

□「いいお産」の普及  

（今後5年間の目標）  

妊娠・出産について満足している者の割合  

84．4％（12年鹿→100％   
安全でl突通な出産環境により、妊娠・出産に満足し、その後の子育てが楽しいと感じられ  

るような「いいお産」の普及を図る。  

（平成16年度）  （平成21年度）  

28都道府県 →  全都道府県  

（平成19年度までに達成）   

□周産期医療ネットワークの整備  

母胎が危険な妊産婦や低出生体重児に適切な医療を提供するため、一般の産科病院等と高次  

の医療機関との連携体制を確保する。  

□周産期医療の診療幸酬上の適切な評価   

平成15年3月に閣議決定された「医療保険制度及び診療幸剛体系に関する基本方針」に沿   

って、医療の特性、患者の心身の特性、生活の質の重視等を踏まえた適切な評価について引き   

続き検討を進める。   

⑤不妊に悩む者への支援  

（具体的施策）  

ロ不妊専門相談センターの整備  

（平成16年度）   （平成21年度）  

51都道府県市 →   95都道府県市   

（全都道府県・指定都市・中核市で設置）   

不妊に悩む夫婦に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等について相談できる  

体制整備を図る。  

口特定不妊さ頒賛助成事業の推進  87都道府県市 →   95都道府県市   

（全都道府県・指定都市・中核市で実施）  

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要す  
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る費用の一部を助成する。   

⑥成育医療の推進  

（具体的施策）  

ロ成育医療に関する全国的なネットワークの構築   

成育医療を推進するため、小児・母子保健医療機関の全国的なネットワークを構築し、国立  

成育医療センターを拠点として、臨床・研究・情報発信等において 、これら医療機関と連携・   

協力することによって、地域において質の高い成育医療を受けられる体制を整備する。  

（6）子育てに安心、安全な住まいやまらづ＜り  

○妊婦、子ども及び子ども連れの人が安心して住み、街に出ることができ   

るようする。   

①子育てに適した住宅の確保等の支援  

（具体的施策）  

□子育てを支援するゆとりのある住宅取得等の支援   

住宅金融公庫の証券化支援事業などによる持ち家の取得の支援や、良質なファミリー向け賃  

貸住宅の供給促進、公共賃貸住宅における多子世帯等の優先入居を実施するとともに、良好な   

住宅市街地の整備による職住近接の実現、住宅と保育所等の一体的整備を推進する。  

ロシックハウス対策の推進   

子どもの健康への影響を考慮し、シックハウス対策に係る調査研究等の結果を踏まえ、必要   

な対策を行う。また、シックハウス症候群に関する学校関係者の理解の一層の促進等、学校に   

おけるシックハウス対策を推進する。  

②子育てバリアフリーなどの推進   

（具体的施策）  （今後5年間の目標）   
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□建築物のバリアフリー化の促進  Z∝0汀了以上の特別特卿スト  

ックのうら、ハートピノい封こ基づく利用円  

滑化基準を満たすものの割合 魁4劃  

（平成19年度までに達成）  

〔15年度 約3割〕   

不特定多数の者が利用する公共性の高い建築物について、段差の解消等のバリアフリー化を  

推進する。  

ロ公共交通機関のバリアフリー化の   

推進  

1日の平均利用者数が5αX）人以上の旅  客施設（那）  
のバリアフリー化（段差の解消）の割合  

原則として、100％  

（平成22年までに達成）  

〔15年度 44．1％〕  

公共交通機関における車両等のノ㌣上戸フ  

リーイヒの割合  

鉄道車両・軌道車両  

ノンステップバス  

約30％〔15年度23．7％〕  

20～25％〔15年度 9．3％〕   

約50％〔15年度 4．4％〕   

約40％〔15年度32．1％〕  

（平成22年までに達成）   

盤出  

盛窒麹  

交通バリアフリー法に基づき、公共交通機関における旅客施設や車両等のバリアフリー化を  

推進する。  

ロ歩行空間のバリアフリー化の推進  1日の平均利用者数が58∝〕人以上の旅  

客施設の周辺等の主な道路、 信号機のバリ  

アフリー化の割合  

適睦 魁皇劃〔15年度25％〕  

塵彗挫 組員劃〔14年度約4割〕  

（平成19年度までに達成）   

交通バリアフリー法の特定経路を構成する道路において、バリアフリー村応型信号機の整備  

や歩道の段差、勾配等の改善を推進する。  

口あんしん歩行エリアの整備  エリア内の死  

行者・自  については  

塵旦劃）  

（平成19年度までに達成）   

死傷事故発生割合の高い地区約1，000箇所を指定の上、面的かつ総合的な事故抑止対策  

を実施する。  
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口安全・快適な道路交通環境の整備   

歩道・自転車道等の通行空間と自転車駐車場の整備を推進するとともに、「交通安全総点検」   

などによる子どもの視点に立った歩道の補修などの改善を推進する。  

口都市公薗のバリアフリー化等の推進   

都市公園において、妊婦、子ども及び子ども連れの人が使いやすいように、段差の解消等を   

図るとともに、安全確保に努め、安心できる遊び場の環境整備を図る。  

□河川空間のバリアフリー化の推進   

妊婦、子ども及び子ども連れの人が安心して河川を訪れ、憩い楽しめる河川空間を創出する   

ため、河川空間のバリアフリー化を推進する。  

□海岸保全施設のバリアフリー化の推進   

妊婦、子ども及び子ども連れの人が日常生活の中で海辺に近づき、身近に自然と触れ合える   

ようにするため、海岸保全施設のバリアフ リー化を推進する。  

□歩車分離式信号の運用の推進   

歩行者と車両が交錯することにより、交通事故の発生が懸念される交差点において、歩行者   

と車両の通行を時間的に分離する信号制御の運用を推進する。  

□建築物における事故防止対策の推進   

建築物等に係る事故情報の収集や提供により安全対策を推進し、子どもが、安全にかつ安心   

して利用できる環境を整備する。  

□劇場等において、乳幼児同伴に配慮した区画された観覧室の設置の促進   
劇場等において、乳幼児同伴の利用者等に対応するため、周囲に気がねなく観覧できる区画   

された観覧室の設置を促進する。  

□子育てバリアフリーの意識啓発等の  子育て／m－マップめ取組を   

推進  
全市町村で浸透   

市町村と地域住民が協働して、乳幼児とその親が外出する際の遊び場、授乳コーナー及び一   

時預かりの実施場所等を示したマップを作成し、子育て家庭に配布する取組や、妊婦、子ども   

及び子ども連れの人が安心して外出できるよう、周囲に思いやりの心を持った行動を促すよう   

な意識啓発の取組を推進する。   

また、交通バリアフリー教室の開催やバリアフリーボランティアの普及に努め、「心のバリ   

アフリー社会」を実現する。さらに、鉄道駅等の旅客施設や宿泊施設のバリアフリー化の状況   

に関する情事瞳を供を推進する。  

ロ輸送分野における子育て支援活動の推進   

タクシー事業者と子育て支援センター等が連携し、安全で安心して利用できる幼児送迎サー  
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ビスを提供するための個別輸送サービス（STS（スペシャル・トランスポート・サービス））  

について実証実験を行い、その普及を図る。  

ロ育児にかかる製品の安全性の確保   

製品に関する事故情報の収集・調査等により、製品による事故の未然・再発防止及び製品の   

安全性を図る。   

③子どもの安全の確保  

（具体的施策）  

□子どもを犯罪等の被害力＼ら守るための取組の推進   

学校、家庭やPTA等の団体、地域住民、関係各機関等が連携し、地域の防犯ボランティア   

や母親クラブ等による自主的なパトロール活動、「子ども110番の家」の活動、学校等にお   

ける防犯教室の開催、危機管理マニュアルを踏まえた学校における安全管理に関する取組等に   

対する支援を行う。  

□「安全・安心まらづくり」の推進   

道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯罪防止に配慮した環境   

設計を行うことにより、犯罪被害に遭いにくい安全で安心なまちづくりを一層推進する。  

（7）経済的負担の軽減  

□税制の在り方について検討   

個人所得課税において、人的控除の基本構造の見直しに際し、児童などに村して扶養控除を   

集中することを含め幅広く検討する。  
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